
別紙（参考様式） （提出用兼保存用）

香美市長 様
届出者 所在地 　香美市○○町１－１－１

名　称　　有限会社　高齢者福祉会
　　　　　　代表取締役　香美　太郎 印

3 9 9 9 9 9 9 9 9 9

（郵便番号　７８１－８５０１　　　　　　）

ＦＡＸ番号

※　居宅支援事業所ごとに作成してください。

最も紹介件数の多い法人名 有限会社　橋本産業
上記法人の主たる事業所の所在地 高知市鷹匠町９９
法人代表者名 県庁　太郎

橋本産業ホームヘルプサービス

（判定） 前期 3月 4月 5月 6月 7月 8月
後期 9月 10月 11月 12月 1月 2月

（a）訪問介護を位置付けた居宅サービス計画数（総数） 8 10 7 5 9 2 41
（ｂ）うち、最も紹介件数の多い法人を位置付けた計画数 5 4 5 3 6 2 25
８０％を超えている場合の理由 紹介率（ｂ／ａ×１００％） 61%
・
・
・

最も紹介件数の多い法人名 社会福祉法人　かつお会
上記法人の主たる事業所の所在地 高知市高知町９９
法人代表者名 かつお　二郎

デイサービスかつお会

（判定） 前期 3月 4月 5月 6月 7月 8月
後期 9月 10月 11月 12月 1月 2月

（a）通所介護を位置付けた居宅サービス計画数（総数） 2 5 6 5 2 4 24
（ｂ）うち、最も紹介件数の多い法人を位置付けた計画数 2 4 4 5 2 3 20
８０％を超えている場合の理由 紹介率（ｂ／ａ×１００％） 83%
・通常の事業実施地域内に指定通所サービス事業所が１箇所しかない。
（町外の事業所を利用している件数は２件となっている。）
・

最も紹介件数の多い法人名 社会福祉法人　かつお会
上記法人の主たる事業所の所在地 高知市高知町９９
法人代表者名 かつお　二郎

デイサービスかつお会

（判定） 前期 3月 4月 5月 6月 7月 8月
後期 9月 10月 11月 12月 1月 2月

（a）地域密着型通所介護を位置付けた居宅サービス計画数（総数） 3 5 2 2 4 3 19
（ｂ）うち、最も紹介件数の多い法人を位置付けた計画数 1 2 1 0 1 1 6
８０％を超えている場合の理由 紹介率（ｂ／ａ×１００％） 32%
・
・
・
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２．通所介護
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３．地域密着型通所介護

１．訪問介護

事業所名

名　　称 居宅介護支援事業所　高齢者福祉会

高知県香美市○○町１－１－１
電話番号 ０８８７－○○－○○○○ ０８８７－○○－○○○○

令和　元年　９月　１日

特定事業所集中減算に関する届出書

　平成３０年度前期における特定事業所集中減算に係る算定結果は以下のとおりとなりましたので報告します。

事業所番号
フリガナ キョタクカイゴシエンジギョウショ　コウレイシャフクシカイ　

記 載 例 



最も紹介件数の多い法人名 医療法人　龍馬会
上記法人の主たる事業所の所在地 高知市上町９丁目９－９
法人代表者名 高知　三郎

龍馬会福祉用具貸与事業所

（判定） 前期 3月 4月 5月 6月 7月 8月
後期 9月 10月 11月 12月 1月 2月

（a）福祉用具貸与を位置付けた居宅サービス計画数（総数） 3 5 2 4 3 3 20
（ｂ）うち、最も紹介件数の多い法人を位置付けた計画数 1 2 0 1 1 0 5
８０％を超えている場合の理由 紹介率（ｂ／ａ×１００％） 25%
・
・
・

※いずれかのサービスの割合が８０％を超えているときは、届出を香美市に提出してください。
　また、８０％を超えていない場合でも、５年間保管してください。
※届出書の提出期限：前期は９月１５日、後期は３月１５日とします。
※記載された理由が「正当な理由」に該当するかどうかは、香美市が判断します。
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